
  

 

都市機能誘導区域と施設立地実態との乖離 
～中心間距離の比較から～ 

 
 

前坂 健太 1・森本 瑛士 2・高瀬 達夫 3 
 

1非会員 信州大学大学院 総合理工学研究科 工学専攻（〒380-8533 長野県長野市若里 4-17-1） 

E-mail: 22w3009d@shinshu-u.ac.jp 

2正会員 信州大学助教 工学部 水環境・土木工学科（〒380-8533 長野県長野市若里 4-17-1） 

E-mail: emorimoto@shinshu-u.ac.jp (Corresponding Author) 

2正会員 信州大学准教授 工学部 水環境・土木工学科（〒380-8533 長野県長野市若里 4-17-1） 

E-mail: ttakase@shinshu-u.ac.jp 

 

日本では人口減少に対応し，立地適正化計画において住宅や医療・福祉・商業施設等を集積させる誘導

区域(拠点)を設定している．誘導区域設定にあたっては，施設を維持，集約可能な場所を選定することが

望ましいが，設定方法は各自治体の裁量に委ねられており，用途地域から設定するもの，駅等からの距離

だけを基準として設定するものなど多岐にわたる．また，拠点中心からの同一円を用いて拠点内の特徴を

把握する研究も多いが，計画における中心の取り方が異なるため，その決め方による差を予め把握するこ

とは重要である．そこで本研究では，都市機能誘導区域の設定方法による差異を明らかにするため，誘導

区域の重心と実際の施設立地の重心の乖離を分析した．分析の結果，誘導区域の決め方によって施設重心

までの距離が異なることがわかった．  
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1. はじめに 
 

現在日本は急激な人口減少や高齢化に直面しており，

まちづくりを行なっていく際には，コンパクト・プラ

ス・ネットワーク 1)の考え方が重要であるとされている．

平成 26 年には都市再生特別措置法が改正され，住宅や

医療・福祉・商業施設等の誘導を図り，コンパクトなま

ちづくりを推進するための立地適正化計画制度 2)が創設

された．立地適正化計画では，一定のエリアにおいて人

口密度を維持し，生活サービスやコミュニティが持続的

に確保されるように居住を誘導するべき区域として居住

誘導区域，医療・福祉・商業等の都市機能を都市の中心

拠点や生活拠点に誘導し集積させる都市機能誘導区域を

設定している．誘導区域の設定方法は各自治体の裁量に

委ねられており，用途地域をもとに指定されているもの

が多いが，他にも熊本市 3)のような公共交通からの距離

を基準に指定したもの，釧路市 4)のような幹線道路沿道

を指定したものなど多岐にわたる． 

誘導区域設定にあたっては，長期的に施設を維持，集

約可能な場所を選定することが望ましい．自治体ごとに

地形的な制約や都市の成り立ちが異なるため，それぞれ

に合った区域設定は重要であるが，現在の設定方法が必

ずしも最適であるとは限らない．例えば，都市と交通，

どちらかに偏った基準で都市機能誘導区域を設定すると

持続性が損なわれる恐れがある．立地適正化計画とは，

概ね策定の 20 年後を目標として設定をするものであり，

5 年ごとの目標の達成状況や効果の評価分析に加え，必

要に応じて計画の見直しが行なわれる．例えば長野市 5)

においては2022年9月に立地適正化計画が改定され，こ

れまで駅からの単一円であった都市機能誘導区域が土地

利用に沿った形で大幅に広げられた．これは中心からの

距離のみではなく実態に即した方がよいという判断のも

と改定がされたもので，今後も安易に駅からの距離のみ

ではなく実態に即した区域設定に変更される自治体が増

える可能性がある．しかし，駅中心の区域設定や実態に

即した区域設定などの区域設定方法によってコンパクト

化にどのように影響を与えるのかについての議論はなさ

れていない． 

また，市町村が誘導区域を策定する際には，まず中心

となる地点を選定し，そこを含むようなエリアを設定す

ることが多い．そのため誘導区域の評価に当たっては，

そもそも誘導区域がどのように設定されたのかを考える

必要があるが，どこを基準に設定したのかという中心点

の議論が十分に行なわれていないのが現状である． 
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また，拠点を扱った研究では，拠点の特徴を把握する

際に拠点中心からの同一円を拠点範囲として，その内部

の都市的指標を評価することも多いが，自治体により計

画における中心の取り方が異なる．そのため，その決め

方による差を予め把握することは研究方法の妥当性の検

証という点においても重要である． 

以上のことから，立地適正化計画における誘導区域設

定方法の違いによる効果の差を検証することが重要であ

ると考える．しかしそもそも各誘導区域設定方法の違い

によってどの程度，施設集積の実態と異なるのかが明ら

かになっていない．そのため，まずは現時点での実態と

の乖離を本研究で検証する． 

なお，立地適正化計画が定める誘導区域には居住誘導

区域と都市機能誘導区域があるが，居住誘導区域につい

ては市街化区域全域に設定されているケースも多く存在

しある程度その市町村の形に依存する．一方で，都市機

能誘区域は自治体によって設定の方法が大きく異なるた

め，居住誘導区域よりも設定方法による違いを把握する

ことが求められると考える．そこで本研究では都市機能

誘導区域を扱い分析を行なう．それらを通じて都市機能

誘導区域の見直し時や，今後の研究における中心の考え

方の参考情報を提供することを目的とする．(以下，誘

導区域とは都市機能誘導区域を指すものとする．) 

 

 

2. 本研究の位置づけ 
 

2.1 既存研究 

立地適正化計画に関する研究として尹ら 6)は，立地適

正化計画策定都市を対象としたアンケート調査から，都

市機能誘導区域設定時の判断要素としては，公共交通の

中心拠点よりも都市機能の集積状況を重視している一方

で，実際には，まず公共交通を中心に既存拠点の中心市

街地と都市計画マスタープラン上の地域拠点を重視した

上で，都市機能の集積状況を加味した設定が行われてい

る傾向を明らかにしている．西井ら 7)は，居住誘導区域

の面積が異なる自治体について居住誘導の考え方や区域

の設定条件を明らかにし，居住誘導区域を(市街化区域

の広範囲を居住誘導区域に含めない)限定型にする場合，

区域をどのように絞るかが課題となり，人口密度や公共

交通利便性などを考慮した候補抽出条件や，災害危険性

や工業系土地利用を考慮した除外条件を実態に即してき

め細かく設定することが望ましいとしている．松中 8)ら

は，市街化区域を設定している都市を対象に居住誘導区

域の設定状況や設定方針を分析し，人口が増加する自治

体においては居住誘導区域の設定の際に 2040 年人口が

強く重視されていること，減少する自治体においては災

害危険性のある区域は除外される傾向があること，三大

都市圏では人口の集積が見込まれる区域を重視している

こと，地方都市圏等では鉄軌道駅へのアクセス性が高い

区域が重視される傾向にあるなど，居住誘導区域におけ

る人口の集積や公共交通利便性の傾向に差が生じる可能

性を明らかにしている．西浦ら 9)は，居住誘導区域を設

定している自治体を対象に，人口分布と都市施設分布の

関係性を考察し，多くの自治体において人口よりも施設

分布のちらばりが大きいことや，また，今後も人口が低

密度に広がり続けることから，立地適正化計画の適切な

運用などのコンパクト化に向けた施策の重要性を明らか

にしている． 

以上のように，居住誘導区域の設定を細かく，実態に

即して行なうことの重要性や，設定方法の理想と現状と

の差を明らかにしている研究は多く見られる．しかし，

今後各都市が都市機能誘導区域を改定や作成する可能性

を鑑みると，誘導区域の設定方法によって施設集積効果

が異なるのかを予め把握しておくことは極めて重要であ

る．しかし，効果はおろか実態としてどの程度，誘導区

域の設定方法によって施設集積実態が異なるのかですら

把握されていない．そこで本研究ではまず，誘導区域の

重心と実際の施設立地の重心などの乖離を明らかにする． 

 

2.2 本研究の特長 

本研究は以下の特長を有する．  

・ これまで議論が行なわれてこなかった，誘導区域の

設定方法の違いによる差に着眼するという新規性を

有する． 

・ 今後立地適正化計画を策定，または見直しを行なう

際，誘導区域における中心の考え方の参考情報を提

示するという有用性を有する． 

・ 設定方法の差による誘導区域の効果分析や，中心点

からの階層構造分析など，発展可能性を有する基礎

的な分析を実施している． 

 

 

3. 分析方法 
 

3.1 分析対象都市の選定 

2022年 4月現在，立地適正化計画を公表し，都市機能

誘導区域を設定している市町村を対象とする．全国 448

都市が計画を策定，公表している 10)が，本研究は拠点計

画上の中心と実際の施設の重心のずれを把握するもので

あり，ある程度の施設数を有する拠点性の高い市町村を

対象とする必要がある．一方で大都市では連なって広大

な誘導区域を設定している市町村やそもそも立地適正化

計画を策定していない市町村も存在する．また，日本に

おける人口減少や市街地空洞化の問題は大都市に比べ地

方の方が深刻であり，特に地方都市での早急な対策が求
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められている．そこで本研究では，中核市の基準である

20 万人以上の人口を有し，かつ総務省の定める三大都

市圏 11)に含まれない市町村の中で，国土数値情報 12)から

都市機能誘導区域や対象施設のデータを得ることができ

た市町村を対象とする．対象とする 41 市町村を表-1 に

示す． 

 

3.2 分析対象とする施設の選定 

都市機能誘導区域とは医療・福祉・商業等の都市機能

を中心拠点や生活拠点に誘導し集約するものであるとさ

れている．そこで本研究では，医療のデータとして国土

数値情報の医療機関データ，商業のデータとして全国ス

ーパーマーケットマップ 13)に記載のある施設，福祉のデ

ータとして国土数値情報の福祉施設データを用いる．施

設の緯度経度の情報を持たないスーパーマーケットのデ

ータについてはジオコーディングサービス 14)を用いて取

得した．  

  

3.3 分析手法 

医療施設，福祉施設，スーパーマーケットの集積状況

を把握するために，カーネル密度推定法を使用する．

ArcGIS Pro の機能であるカーネル密度ツールは，対象フ

ィーチャの近傍におけるポイントフィーチャの密度を計

算するものであり 15)，集積状況を視覚的に表現すること

が可能である．本研究では，医療施設，福祉施設，スー

パーマーケットそれぞれについて，カーネル密度分析を

行ない，出力セルの値が最大であり最も集積している地

点をその施設の重心と定義して分析を行なう． 

また，同じ機能であっても中心拠点と地域拠点では求

められている施設が異なるため，まず 4.1 節と 4.2 節で

は中心拠点として設定されている都市機能誘導区域を，

4.3 節と 4.4 節では地域拠点として設定されている都市

機能誘導区域について，区域の重心と施設の重心間距離

を把握する．地域拠点での分析については，まず市町村

内にある各都市機能誘導区域について重心を求める．次

にその点を基に ArcGIS Proの機能の一つであるティーセ

ンポリゴンを作成し，拠点中心に近接するゾーンを求め

る．その上でそれぞれのゾーン内において上記の分析方

法で施設重心を求めた． 

 

 

4. 分析結果 

 

本章では都市機能誘導区域の重心と実際の施設立地の

関係を明らかにする．  

 

4.1 中心拠点における分析 

本節では中心拠点として位置づけられる都市機能誘導

区域の重心と施設の重心間距離を把握する．なお，中心

拠点とされる都市機能誘導区域が市町村内に複数存在す

る場合は，各市町村の立地適正化計画を参考にし，最も

中心であり集積をするべきとされている拠点のみを選定

している．分析結果を図-1に示し，そこからわかること

を以下に記す．  

1) 医療施設の重心と都市機能誘導区域の重心間の距

離は，福祉施設やスーパーに比べて小さく，都市

機能誘導区域の重心付近に集積している傾向にあ

る． 

2) 福祉施設やスーパーの重心間距離は市町村ごとに

大きく異なり，重心付近に集積していない市町村

も多く存在する． 

以上のことから医療施設は中心駅周辺に多く立地する

一方で，福祉施設や商業施設は中心駅周辺に多く存在す

るとは限らないことが明らかとなった．これは，スーパ

ーなどは拠点以外にも必要な機能であることから分散し

ていることが要因であると想定される．その一方で医療

と福祉は同様の傾向を示しておらず，医療・福祉機能と

一括りにして分析することの危うさを示唆した．  

 

4.2 中心拠点における要因分析 

誘導区域の設定方法の違いと重心間距離の差を把握す

るために，都市機能誘導区域の重心と施設の重心間の距

離を目的変数に，誘導区域の設定方法を説明変数とした

判別分析を行なった．目的変数は一般的な徒歩圏である

800m16)を基準とし，800m 以下に施設重心がある拠点を

1,800m より遠くに施設重心がある拠点を 0 のダミー変

数とした．説明変数については，駅からの距離(半径

800m 円等)を基準に策定した区域設定方法，中心市街地

活性化計画や都市計画マスタープランなど関連する他の

計画における中心部を参考に策定した区域設定方法，用

途地域の境界を基準に策定した区域設定方法，施設立地

の現状を踏まえて策定した区域設定方法，の 4種類とし

た． 

また，モデルの説明力はやや低いものの，説明変数か

ら目的変数を予測するためのモデル作成を目的としてお

らず， 4.1 節で示した重心間距離に有意な影響を与える

表-1 対象市町村 

札幌市 水戸市 ⾧岡市 岡崎市 松山市

函館市 つくば市 富山市 豊田市 高知市

旭川市 宇都宮市 金沢市 津市 北九州市

青森市 前橋市 ⾧野市 和歌山市 久留米市

盛岡市 高崎市 松本市 松江市 ⾧崎市

秋田市 伊勢崎市 岐阜市 広島市 熊本市

福島市 太田市 静岡市 下関市 宮崎市

郡山市 新潟市 浜松市 徳島市 鹿児島市

いわき市
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要因を把握することを目的としている．分析結果を表-2，

表-3，表-4に示し，そこからわかることを以下に記す．  

1) 医療施設や福祉施設については駅からの距離を

考慮している市町村で重心間の距離が小さい． 

2) スーパーについては施設立地状況を考慮してい

る市町村で重心間の距離が小さく，医療や福祉

施設と異なり，駅からの距離を考慮している市

町村で重心間の距離が大きい． 

 

 

 

以上から，誘導区域の設定方法によって誘導区域の重

心と施設の重心間の距離に差が生じることが示唆された．

医療施設や福祉施設についてはその利用者層から比較的

駅やバス等を考慮して建てられる一方で，スーパーにつ

いては郊外型のスーパーのような自動車での移動を前提

とした出店が多く，それが誘導区域との重心間距離に表

れていると考えられる． 

 

4.3 地域拠点における分析 

本節では 4.1 節で扱っていない地域拠点として設定さ

れている都市機能誘導区域について，区域の重心と施設

の重心間距離を把握する．ただし，地域拠点には本来誘

導されるべき施設が立地していない拠点が存在すること

があるため，本研究で対象とする種類ごとの施設数が 2

未満である拠点を有する市町村については分析対象外と

した．対象とする 12市町村 48拠点を表-5に示す． 

分析結果を図-2に示し，そこからわかることを以下に

記す．  

  図-1 中心拠点の重心⇔各施設の重心間距離 

誘導区域策定方法 標準化された正準判別関数係数

駅からの距離 0.768

関連する計画 -0.149

用途地域 0.008

施設立地の状況 0.533

立適の重心⇔医療施設の重心間距離

表-2 医療施設(中心拠点) 

n=41 正準相関0.255 

誘導区域策定方法 標準化された正準判別関数係数

駅からの距離 0.989

関連する計画 0.061

用途地域 0.129

施設立地の状況 -0.2

立適の重心⇔福祉施設の重心間距離

表-3 福祉施設(中心拠点) 

n=41 正準相関0.115 

誘導区域策定方法 標準化された正準判別関数係数

駅からの距離 -0.225

関連する計画 0.794

用途地域 0.06

施設立地の状況 0.81

立適の重心⇔スーパーの重心間距離

表-4 スーパー(中心拠点) 

n=41 正準相関0.252 
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1) 医療施設の重心と都市機能誘導区域の重心間の距

離は，福祉施設やスーパーに比べて小さく，都市

機能誘導区域の重心付近に集積している傾向にあ

る． 

2) 各施設の平均について 4.1節の中心拠点の分析結果

と比較をすると，地域拠点では医療施設の重心と

都市機能誘導区域の重心間の距離は大きく，福祉

施設やスーパー重心間の距離は小さい． 

 中心拠点として位置づけられる都市機能誘導区域は市

内の中心駅を含むように設定されることが多い一方で，

地域拠点として位置づけられる区域は，駅を含んでいな

い例が多い．結果として駅からの距離に影響を受ける医

療施設の平均重心間距離は大きくなり，福祉施設やスー

パーについては，平均重心間距離が小さくなっていると

考えられる．また，総施設で考えると拠点内に集積して

いるとの既存研究もあるが，機能別にみると必ずしもそ

うではないことを示した． 

 

4.4 地域拠点における要因分析 

誘導区域の設定方法が重心間距離に与える影響を把握

するために，4.2 節と同様に判別分析を行なった．目的

変数は 4.2 節の 4種類に加え，市町村内の都市機能誘導

拠点の数も考慮した．分析結果を表-6，表-7，表-8 に示

し，そこからわかることを以下に記す． 

1) 施設立地の状況を考慮している市町村では，全て

の施設において重心間の距離が小さい． 

2) 4.2 節の中心拠点の分析結果では，駅からの距離を

考慮している市町村で医療施設の重心間の距離が

小さいが，地域拠点では考慮していない市町村で

医療施設と重心間の距離が小さい． 

3) スーパーについては，駅からの距離を考慮してい

る市町村で重心間の距離が大きい． 

4) 医療施設とスーパーについては都市機能誘導区域

における拠点数が多いほど重心間距離が小さいが，

福祉施設については拠点数が多いほど重心間距離

が大きい． 

本節の分析と 4.2 節の中心拠点の分析結果から，区域

設定の際に，駅からの距離を考慮しているか否かによっ

て医療施設との重心間の距離が正反対の結果が出ており，

同じ施設であっても中心拠点と地域拠点では重視されて

いる施設が異なることが示唆された． 

 

図-2 地域拠点の重心⇔各施設の重心間距離 

表-5 対象とする拠点 

市 拠点名 市 拠点名 市 拠点名

十字街地区 群馬総社駅周辺地区 久居駅周辺地区

湯川地区 新前橋駅周辺地区 津新町駅周辺地区

美原地区 前橋大島駅周辺地区 JR乃木駅・島根県立大学エリア

いわきニュータウン地区 前橋南部地区 島根大学周辺エリア

四倉地区 大胡地区 下関運動公園

小名浜地区 駒形周辺地区 新下関駅周辺

常盤地区 北⾧野地区 安宅・沖洲

泉地区 篠ノ井地区 応神

内郷地区 松代地区 蔵本駅

勿来地区 猿投地区 津田

下市地区 高橋地区 府中駅

県庁舎周辺地区 産業技術核地区 JR旭駅周辺区域

赤塚駅周辺地区 若林地区 JR朝倉駅周辺区域

内原駅周辺地区 上郷地区 都心周辺部

浄水地区 東部地域拠点

土橋地区 南部地域拠点

梅坪地区 北部地域拠点

豊田市

津市

水戸市

下関市

徳島市

函館市

松江市

⾧崎市

⾧野市

いわき市

高知市

前橋市
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5. おわりに 

 

5.1 得られた知見 

本研究では，立地適正化計画における誘導区域の設定

方法の違いによる，計画と実態の差異を明らかにするた

め，誘導区域の重心と実際の施設立地の重心などの乖離

を分析した．以下に本研究で得られた内容を示す． 

1) 中心地域と地域拠点どちらにおいても，医療施設

の重心と都市機能誘導区域の重心間の距離は，福

祉施設やスーパーに比べて小さく，都市機能誘導

区域の重心付近に集積している傾向にある． 

2) 中心拠点において，医療施設や福祉施設について

は駅からの距離を考慮している市町村で重心間の

距離が小さく，スーパーについては施設立地状況

を考慮している市町村で重心間の距離が小さい． 

3) 地域拠点において，施設立地の状況を考慮して誘

導区域を設定している市町村では，全ての施設に

おいて重心間の距離が小さい． 

4) 中心拠点の分析結果では，駅からの距離を考慮し

ている市町村で医療施設の重心間の距離が小さい

が，地域拠点の分析結果では反対に，考慮してい

ない市町村で医療施設と重心間の距離が小さい 

5) 医療施設とスーパーについては都市機能誘導区域

における拠点数が多いほど重心間距離が小さいが，

福祉施設については拠点数が多いほど重心間距離

が大きい． 

以上のことから，誘導区域の重心と施設の重心間の距

離は，誘導区域の決め方や施設ごとに異なることがわか

った．例えば医療と福祉は同様の傾向を示しておらず，

医療・福祉機能と一括りにして分析することの危うさが

示唆された．また，総施設で考えると拠点内に集積して

いるとの既存研究もあるが，機能別にみると必ずしもそ

うではないことを示した．このように誘導区域の設定方

法によって施設を含められるかどうかが異なる可能性が

示唆され，各自治体は設定方法ごとの一長一短を理解し

た上で設定することが考えられる． 

なお同じ施設であっても，例えば医療施設については，

中心拠点の分析結果では，駅からの距離を考慮している

市町村で重心間の距離が小さいが，地域拠点の分析結果

では反対に考慮していない市町村で重心間の距離が小さ

いなど，中心拠点ではプラスに働いていた区域策定方法

が地域拠点でもプラスに効くとは限らないことが示唆さ

れた．そのため拠点階層ごとに誘導施設を設定している

現計画に沿った実態となっていることが明らかとなった． 

また，拠点を扱った研究分野においても，拠点の都市

的特徴を把握する手法として拠点中心からの同一円を用

いるなど単一の指標を使用する場合は，施設の立地傾向

には差があることをあらかじめ理解することが重要であ

る．さらに，拠点数を増やすことが必ずしも施設立地の

実態にあった計画策定とはならないため，市町村ごとに

適切な拠点を設置することが重要である． 

本研究では，施設が最も集積している地点のみを扱っ

て分析を行ったが，次点の集積点の方が拠点中心に近い

ケースもあり，最大値だけを抽出するのではなく，一定

の閾値以上の点を対象とすることなどが考えられる．そ

の際にはスーパーの売り上げ高や病院の病床数など，施

設には大小あるが本研究では重み付けは行なっていない

ため，今後は考慮することが重要である．また本研究で

は対象施設として医療機能，福祉機能，商業機能を扱っ

たが，他にも誘導するべき施設として行政機能や金融機

能，教育・文化機能などが挙げられており 17)，対象施設

種類を増やしての分析も重要である．なお，本研究では

現時点での立地適正化計画と実態との乖離を検証したに

すぎず，誘導区域設定方法の違いによる効果についても

検証するために，立地適正化計画策定前後での経年変化

を見ることも重要である．加えて，本研究における要因

分析では都市機能誘導区域の広さが拠点によって異なる

n=48 正準相関 0.298 

表-6 医療施設(地域拠点) 

変数 標準化された正準判別関数係数

要因 拠点数 0.818

駅からの距離 -0.46

関連する計画 0.035

用途地域 0.189

施設立地の状況 0.372

誘導区域

策定方法

立適の重心⇔医療施設の重心間距離

n=48 正準相関 0.421 

表-7 福祉施設(地域拠点) 

変数 標準化された正準判別関数係数

要因 拠点数 -0.475

駅からの距離 0.109

関連する計画 -0.189

用途地域 0.455

施設立地の状況 0.84

誘導区域

策定方法

立適の重心⇔福祉施設の重心間距離

n=48 正準相関 0.330 

表-8 スーパー(地域拠点) 

変数 標準化された正準判別関数係数

要因 拠点数 -0.162

駅からの距離 1.046

関連する計画 -0.412

用途地域 0.097

施設立地の状況 -0.019

誘導区域

策定方法

立適の重心⇔スーパーの重心間距離

第 66 回土木計画学研究発表会・講演集

 6



 

 

ことを鑑み，800m という一律の基準で分析を実施した

が，都市機能誘導区域内外という視点での分析も重要で

あると考える． 
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